
10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

　土の粒度試験 　ＪＩＳ　Ａ　１２０４ 19㎜ふるい通過質量 　当初及び土質の変化したとき

90～100%

425μmふるい通過質量

10～90%

75μmふるい通過質量

0～25%

レキの最大寸法

25mm

塑性指数PI≦10

　ＪＩＳ　Ａ　１２０５ （425μmふるい通過分）

　現場ＣＢＲ試験 　ＪＩＳ　Ａ　１２２２

　ＪＩＳ　Ａ　１２１０ 締固め度：92.5％以上

締固め度Dc（％）

　ＪＩＳ　Ａ　１２１４   =ρd/ρdmax

　修正ＣＢＲ試験 　舗装調査・試験法便覧による 30％以上 当初及び土質の変化したとき

　土の粒度試験 　ＪＩＳ　Ａ　１２０４ 19㎜ふるい通過質量   90～100%

425μmふるい通過質量 10～90%

　 75μmふるい通過質量  0～25%

塑性指数PI≦10

　ＪＩＳ　Ａ　１２０５ （425μmふるい通過分）

　ＪＩＳ　Ｋ　０１０２ 検液１ℓにつき0.05mg以下

　現場ＣＢＲ試験 　ＪＩＳ　Ａ　１２２２ 9％以上

　簡易貫入試験 舗装調査・試験法便覧による 打撃回数：13回以上

　ＪＩＳ　Ａ　１２１０ 締固め度：90％以上

締固め度Dc（％）

　ＪＩＳ　Ａ　１２１４   =ρd/ρdmax

使用前に「試験成績表」を提出する。

試験の結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

　砂置換法による土の密度試験
［締固めた土の乾燥密度（ρd）］

　突固めによる土の締固め試験
［最大乾燥密度（ρdmax）］

　砂置換法による土の密度試験
［締固めた土の乾燥密度（ρd）］

　突固めによる土の締固め試験
［最大乾燥密度（ρdmax）］

試験の結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

使用前に「試験成績表」を提出する。

適　　　用

試験項目ごとに試験の状況を
撮影する。

試験項目ごとに試験の状況を
撮影する。

規 格 値 試 験 基 準

試験回数は設計図書の定め又は監
督職員の指示による。

施工面積1,000ｍ2ごと及び、その端
数につき１回行う。

試験回数につき路床部で１回以上
行う。

施工面積1,000㎡毎及び、その端数
につき１回行う。

試 験 方 法

土

工

（

埋

戻

工

・

購

入

土

）

土

工

（

埋

戻

工

・

改

良

土

）

○

◎

試 験 項 目

　土の液性限界試験

　土の物理試験

（六価クロム溶出試験）

　土の塑性限界試験

区
分

工
種

種
別

共

通

管理
区分

　土の液性限界試験

　土の塑性限界試験

◎

材

料

施

工
○

◎

材

料

施

工
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書 　設計図書による

同左

　

　ＪＩＳ　Ａ　１１０２ 設計図書による

　ＪＩＳ　Ａ　５００５

　ＪＩＳ　Ａ　５０１１－１～４

　ＪＩＳ　Ａ　５０２１

　ＪＩＳ　Ａ　１１０９

　ＪＩＳ　Ａ　１１１０

　ＪＩＳ　Ａ　５００５

　ＪＩＳ　Ａ　５０１１－１～４

　ＪＩＳ　Ａ　５０２１

 

　ＪＩＳ　Ａ　１１２１

　ＪＩＳ　Ａ　５００５

　ＪＩＳ　Ａ　１１０３

　ＪＩＳ　Ａ　５００５

　ＪＩＳ　Ａ　５３０８

　

　粗骨材のすりへり試験

　骨材の微粒分量試験

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5%以下
粗骨材の吸水率：3.0%以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェ
ロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細
骨材の規格値については摘要を参
照）絶乾密度：2.5以上

40%以下、舗装コンクリートは35%以
下

工事開始前、工事中１回/年以上、
及び産地が変わった場合。

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判定
実績率が58％以上の場合は5.0％
以下）
スラグ粗骨材5.0％以下
それ以外（砂利等）1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへり
作用を受ける場合は5.0％以下）
砕砂（粘土、シルト等を含まない場
合）
7.0%（ただし、すりへり作用を受ける
場合は5.0%以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただし、
すりへり作用を受ける場合は5.0％
以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以
上、及び産地が変わった場合

JIS A 5005（コンクリ－ト用砕石及び砕砂）,
JIS A 5011-1（コンクリ－ト用スラグ骨材－
第１部：高炉スラグ骨材）,
JIS A 5011-2（コンクリ－ト用スラグ骨材－
第２部：フェロニッケルスラグ骨材）,
JIS A 5011-3（コンクリ－ト用スラグ骨材－
第３部：銅スラグ骨材）,
JIS A 5011-4(コンクリ－ト用スラグ骨材
－第４部：電気炉酸化スラグ骨材),JIS A
5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

配合が異なる毎、工場が異なる毎に
配合計算書等の配合決定、参考資
料を提出する。

使用前に「試験成績表」を提出する。骨材試験を行う場合は、工事開始
前、工事中１回／６月以上及び産地
が変わった場合。

使用前に「配合報告書」を提出する。

共

通

コ

ン

ク

リ

ー

ト

　骨材のふるい分け試験

　アルカリ骨材反応対策

　骨材の密度及び吸水率試験

「アルカリ骨材反応抑制対策に
ついて」（平成14年７月31日付け
国官技第112号、国港環35号、
国空建第78号）」

※ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄは、材料の使用前に
製造会社の「試験成績表」を提出する。
【以下の試験項目すべてに適用】

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以
上、及び産地が変わった場合

材

料

○

工事開始前、工事中１回/月以上及
び産地が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中１回／週以
上）

◎

　コンクリート配合
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　ＪＩＳ　Ａ　１１０５

　ＪＩＳ　Ｒ　５２０１ 工事開始前、工事中１回/月以上

　ＪＩＳ　Ｒ　５２０２ 工事開始前、工事中１回/月以上

　ＪＩＳ　Ａ　６２０４

　ＪＩＳ　Ａ　６２０１

原則0.3kg／㎥以下

濃い場合はJISA5308「モルタルの圧縮強
度による砂の試験」付属書3による。
※ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄは、材料の使用前に
製造会社の「試験成績表」を提出する。
【以下の試験項目すべてに適用】

標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90%以上の場合は使用
できる。

材

料

○

共

通

コ

ン

ク

リ

ー

ト

ポルトランドセメントの化学分析 ＪＩＳ　R　５２１０、R ５２１１、
R ５２１２、R　５２１３の規格に適合す
ること

　混和剤の品質試験

　フライアッシュの試験

ＪＩＳ　Ａ　６２０４の規格に適合するこ
と。

・塩化物イオン量：200ppm以下
・セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
・モルタルの圧縮強度比：材齢７日
及び28日で90％以上

工事開始前、工事中１回/年以上及
び産地が変わった場合。

工事開始前及び工事中１回／年以
上及び水質が変わった場合。

◎

試験項目ごとに試験の状況を
撮影する。

工事開始前及び変動が認められた
場合。

施

工

ＪＩＳ　Ａ　６２０１の規格に適合するこ
と。

ＪＩＳ　R　５２１０、R ５２１１、
R ５２１２、R　５２１３の規格に適合す
ること

上水道水を使用している場合は、試験に
替え上水道を使用していることを示す資料
による確認を行う。

その原水は上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

コンクリートの打設が午前と午後にま
たがる場合は、午前に１回コンクリー
ト打設前に行い、その試験結果が塩
化物総量の規制値の1/2以下の場
合は、午後の試験を省略することが
できる。（１試験の測定回数は３回と
する）試験の判定は３回の測定値の
平均値。。

小規模構造物で総使用量が50㎥未満の
場合は１回以上実施する（品質証明書の
提出は必要）。骨材に海砂を仕様する場
合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」(JSCE-C502,503)又は設計図書の
規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造の場合
は省略できる。
・試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

　セメントの物理試験

　練混ぜ水の水質試験

　塩化物総量規制

　砂の有機不純物試験

　練混ぜ水の水質試験

上水道水以外の水の場合：JIS
A 5308附属書C

・懸濁物質の量：2g/ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：１g/ℓ以下
・塩化物イオン量：200ppm以下
・水素イオン濃度：PH5.8～8.6
・モルタルの圧縮強度比：材齢7日
及び28日で90％以上
・セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内

工事開始前及び工事中１回／年以
上及び水質が変わった場合。

回収水の場合：JIS A 5308附属
書C

「コンクリートの耐久性向上」によ
る
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　スランプ試験 　ＪＩＳ　Ａ　１１０１ 2.5㎝… ±1㎝

5cm及び6.5cm…±1.5㎝

8cm以上18cm以下…±2.5㎝

　空気量試験 　ＪＩＳ　Ａ　１１１６ ±1.5％(許容差)

　ＪＩＳ　Ａ　１１１８

　ＪＩＳ　Ａ　１１２８

　塩化物量試験 　ＪＩＳ　Ａ　５３０８

　ＪＩＳ　Ａ　１１０８

試験項目ごとに試験の状況を
撮影する。

100㎥／日以上の場合：
2回／日（午前1回、午後1回）または
構造物の重要度と工事の規模に応
じて100～150㎥ごとに1回、及び荷
卸し時に品質変化が認められたとき
とし、測定回数は多い方を採用す
る。

1)測定した単位水量が、配合設計
±15kg/m3の範囲にある場合はそ
のまま施工してよい。
2)測定した単位水量が、配合設計
±15を越え、±20kg/m3の範囲にあ
る場合は、水量変動の原因を調査
し、生コン製造者に改善を指示し、
その運搬車の生コンは打設する。そ
の後、配合設計±15/m3以内で安
定するまで、運搬車の３台毎に１
回、単位水量の測定を行う。
3)配合設計±20kg/m3の指示値を
越える場合は、生コンを打ち込まず
に持ち帰らせ、水量変動の原因を
調査し、生コン製造業者に改善を指
示しなければならない。その後の全
運搬車の測定を行い、配合設計±
20kg/m3以内になることを確認す
る。更に、配合設計±15kg/m3以内
で安定するまで、運搬車の３台毎に
１回、単位水量の測定を行う。
なお、管理値又は指示値を超える
場合は１回限り試験を実施すること
ができる。再試験を実施したい場合
は２回の測定結果のうち、配合設計
との差の絶対値の小さい方で評価し
てよい。

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工

事の規模に応じて20m3～150m3ごと
に1回、及び荷卸し時に品質変化が
認められた時。

21cm…±1.5㎝（呼び強度27以上
で、高性能AE減水剤を使用する場
合は±2㎝）

１回の試験で得られた３測定値は、
指定した呼び強度の85％以上。か
つ、連続３回の試験で得られた平均
値は指定した呼び強度以上とする。

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工

事の規模に応じて20m3～150m3ごと
に1回、及び荷卸し時に品質変化が
認められた時。
なお、テストピースは打設場所で採
取し、1回につき6本（σ7…3本、σ
28…3本）とする。
ただし、脱型用は別途必要数を採
取する。

共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通

コ

　
　
ン

　
　
ク

　
　
リ

　
　
ー

　
　
ト

施

工

◎

「レディーミクストコンクリートの品
質確保について」による

示方配合の単位水量の上限は、粗骨材の
最大寸法が20mm～25mmの場合は
175kg/m3、40mmの場合は165kg/m3を基
本とする。
・試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

　レディーミクスト単位水量試験

　コンクリートの圧縮強度試験

無筋コンクリートに限り、総使用量が5０m3

未満の場合は1工種1回以上の試験、また
はレディーミクストコンクリート工場の品質
証明書等のみとすることができる。
試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

含有量0.3㎏／ｍ3以下とする。
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　ＪＩＳ　Ａ　１１０７ 設計図書による。

　ひび割れ調査 スケールによる調査 0.2㎜以下であること。 ひび割れ幅

本数　・　延長

　ＪＳＣＥ－Ｇ　５０４ 設計基準強度

　

　ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ （1）材料の使用前

　引張試験 　ＪＩＳ　Ｚ　２２４１

　曲げ試験 　ＪＩＳ　Ｚ　２２４８

共

通

◎

(2)「規格証明書」等のないものは試
験を行う。

施

工

後

コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等
の決定に際しては、設置された鉄筋を損
傷させないよう十分な検討を行う。
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度
が得られない場合、もしくは1か所の強度
が設計強度の85%を下回った場合は、監
督職員と協議するものとする。

高さが３ｍ以上の構造物、内空25m3以上
の構造物を対象。

調査結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

試験項目ごとに測定・試験状況
を撮影する。

コ

ン

ク

リ

ー

ト

強度が同じブロックを１構造物の単
位とし、各単位につき3カ所の調査
を実施。また、調査の結果、平均値
が設計基準強度を下回った場合と、
1回の試験結果が設計基準強度の
85%以下となった場合は、その箇所
の周辺において、再調査を5ヶ所実
施。

○

材

料

鉄

筋

工

◎

　コアによる強度試験

　　材質（化学成分・機械的性質）

試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

ＪＩＳ　Ｇ　３１１２の規格に適合するこ
と。

テストハンマーによる強度推定調査

　棒鋼の形状寸法、重量

品質に異常が認められた場合に行
う。

所定の強度を得られていない個所
付近において、現位置のコアを採
取。

製造会社の「規格証明書」（品質を
含む）又は「試験成績表」を提出す
る。

試験を行った場合は試験状況
を撮影する。

試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　ＪＩＳ　Ｚ　３１２０

熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に
対応する位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍
以上。
③鉄筋表面にオーバーヒートによる
表面不整があってはならない。
④その他有害と認められる欠陥が
あってはならない。

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径の異な
る場合は細いほうの鉄筋）の1/5以
下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場
合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍
以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれが
鉄筋径の1/4以下。
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き
割れがない。
⑦その他有害と認められる欠陥が
あってはならない。

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径の異な
る場合は細いほうの鉄筋）の1/5以
下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場
合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍
以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれが
鉄筋径の1/4以下。
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥著しいたれ下がり、へこみ、焼き
割れがない。
⑦その他有害と認められる欠陥が
あってはならない。

熱間押抜法以外の場合
・規格値を外れた場合は以下による。いず
れの場合も監督職員の承諾を得るものと
し、処置後は外観検査及び超音波探傷検
査を行う。
・①は、圧接部を切り取って再圧接する。
・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定の
ふくらみに修正する。
・④は、圧接部を切り取って再圧接する。
・⑤は、再加熱して修正する。
・⑥は、圧接部を切り取って再圧接する。

熱間押抜法の場合
・規格値を外れた場合は以下による。いず
れの場合も監督職員の承諾を得る。
・①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを
行って修正し、修正後外観検査を行う。
・④は、再加熱して修正し、修正後外観検
査を行う。

共

通

鉄

筋

工

◎

◎

供試体の全数が母材の規格強度以
上であること

外観検査結果は、「品質管理報告書」に
収録する。

施

工

前

試

験

（

技

量

の

確

認

試

験

）

・目視
　　圧接面の研磨状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ　等

・ノギス等による計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり　　等

　鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋
径毎に自動ガス圧接の場合は各2
本、手動ガス圧接の場合は各5本の
モデル供試体を作成し実施する。

鉄筋径ごとに供試体の作成状
況、検査状況を撮影する。

目視による検査状況、詳細検
査状況を適宜撮影する。

施

工

・目視は全数実施する。
・特に必要と認められたものに対し
てのみ詳細外観検査を行う。詳細外
観検査は、圧接箇所数の5％以上に
ついて行う。

・目視
　　圧接面の研磨状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ　等

・ノギス等による計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり　等

熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に
対応する位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍
以上。
③鉄筋表面にオーバーヒートによる
表面不整があってはならない。
④その他有害と認められる欠陥が
あってはならない。

　ガス圧接継手引張り試験

　ガス圧接継手外観検査

　ガス圧接継手外観検査

供試体の全数が母材の規格強度以
上であること。

・モデル供試体の作成は、実際の作業と
同一条件・同一材料で行う。

(1)鉄筋19mm以上の鉄筋を圧接する場合
・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を
行う場合、材料、施工条件などを特に確認
する必要がある場合には、施工前試験を
行う。
・特に確認する必要がある場合とは、施工
実績の少ない材料を使用する場合、過酷
な気象条件・高所などの作業環境下での
施工条件、圧接技量資格者の熟練度など
の確認が必要な場合などである。
・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正
常で、かつ装置の設定条件に誤りのない
ことを確認するため、施工前試験を行わな
ければならない。

(2)直径19mm未満の鉄筋圧接する場合
手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜
法のいずれにおいても、施工前試験を行
わなければならない。

施工前試験の結果は、本施工までに監督
職員の確認を受けなければならない。
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　ＪＩＳ　Ｚ　３０６２

鉄筋の組立検査 スケールなどによる測定及び目
視

設計図書の定めによる。

ＪＩＳ　Ｇ　３１０１

　 　 ＪＩＳ　Ｇ　３１９２

　引張り試験 　ＪＩＳ　Ｚ　２２４１ ＪＩＳ　Ｇ　３１９３

　衝撃試験 　ＪＩＳ　Ｚ　２２４２ ＪＩＳ　Ｇ　３１９４

　曲げ試験 　ＪＩＳ　Ｚ　２２４８ の規格に適合すること。

　（仮設鋼材は除
く）

　（高力六角ボルト）

　（トルシア形高力ボルト）

　必要とする項目

　トルクレンチ法 所要トルクの±10％以内

　トルシア形ボルト

◎

◎

(2)「規格証明書」のないものは試験
を行う。

◎

検査結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

(1)継手の全数を検査対象とし、ﾎﾞﾙﾄ
一群当たり本数の10％以上につい
て実施する。

(1)製造会社の「規格証明書」を提出
する。

共

通

鉄

筋

工

施

工

鋼

材

（

高

力

ボ

ル

ト

）

中心間隔

かぶり

有効高さ折り曲げ
位置

材

料

材

料

試験結果は、「品質管理報告
書」に収録する。

試験を行った場合は、試験状
況を撮影する。

◎

検査結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

使用目的を達成するための規格に
適合すること

試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

ＪＩＳ　Ｂ　１１８６に適合すること

ボルトの締付け及び検査の状
況を適宜撮影する。

規格値を外れた場合は、以下による。
・不合格ロットの全数について超音波探傷
検査を実施し、その結果不合格となった
箇所は、監督職員の承認を得て、圧接部
を切り取って再圧接し、外観検査及び超
音波探傷検査を行う。

試験の回数は製造ロット及び断面の
異なる毎に、質量20ｔ以下は１回、20
ｔを越える場合は20ｔ毎及びその端
数につき１回とする。

　形状寸法、化学成分
鋼
材

（
鋼
板

、
形
鋼
等

）

施

工

　（仮設鋼材は除く）

　高力ボルト締付検査

組立後及びコンクリート打ち込み
前、組立後長期間経過した場合に
行う。

鉄筋の組立状況及び、管理項
目ごとの測定状況を適宜撮影
する。

１ロットごとに検査状況につい
て撮影する。

ガス圧接継手の超音波探傷試験

設計寸法の±3％または±30㎜のう
ち小さい方の値。ただし、かぶりは
規定値を確保する。

0～＋20㎜（順かぶり）

　（仮設鋼材は除く）

抜き取り検査を原則とする。
検査数は、１ロットあたり10%以上と
し、１ロットの大きさは１作業班が１日
に施工した箇所数とする。なお、自
動ガス圧接と手動ガス圧接は別ロッ
トとする。

全数につきピンテールの切断の確
認とマーキングによる外観検査を行
う。（共回り検査）

(2)自動記録計の記録紙による場合
は、原則としてボルト全数について
行う。

鉄筋位置・継手及
び定着長の位置・
長さ

±20㎜

　形状寸法、外観・機械的性質 品質を判定できる資料及び「規格証
明書」及び「試験成績書」を提出す
る。

検査数が30個以上の場合、不合格
数が１個以下であれば当該ロットを
合格とし、検査数が30個未満の場
合は、全数が合格であれば当該ロッ
トを合格とする。なお、合否の判定
は、エコー高24dB以上を不合格と
する。
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　土の粒度試験 　ＪＩＳ　Ａ　１２０４ 0.075mmふるい通過質量 使用前、材料変更時 使用前に「試験成績表」を提出する。

10%以下 「試験成績表」を提出する。

　JIS　A　１１０２ 0.075mm以下の含有率

　もしくは 　もしくは 　50％未満

　土の粒度試験 　JIS　A  １２０４

粒度分布の目標値

10㎜ふるい通過質量　　100%

5㎜ふるい通過質量　90～100%

2.5㎜ふるい通過質量　80～100%

1.2㎜ふるい通過質量　50～90%

0.6㎜ふるい通過質量　25～65%

0.3㎜ふるい通過質量　10～35%

0.15㎜ふるい通過質量　2～15%

　ＪＩＳ　Ａ　１１０２ 53㎜ふるい通過質量      100%

37.5mmふるい通過質量  95～100%

19㎜ふるい通過質量    50～80%

4.75mmふるい通過質量  15～40%

2.36mmふるい通過質量   5～25%

　ＪＩＳ　Ａ　５００６

　ＪＩＳ　Ａ　１１０２ 53㎜ふるい通過質量      100%

37.5mmふるい通過質量  95～100%

19㎜ふるい通過質量    50～80%

4.75mmふるい通過質量  15～40%

2.36mmふるい通過質量   5～25%

舗装調査・試験法便覧[4]－5に
よる

30％以上

　ＪＩＳ　Ａ　１２０５ 塑性指数ＰＩ≦６

（425μmふるい通過分）

◎

◎

◎

　土の液性限界試験

共

通

ＪＩＳ　Ａ　５００６の規格に適合するこ
と。

舗

装

工

材

料

（

再

生

砂

）

材
料

（
割
り
栗
石

）

材
料

（
再
生
砕
石

：
Ｒ
Ｃ
―

4
0

）

材
料

（
再
生
砕
石
：
Ｒ
Ｃ
―

4
0

）

基

礎

工

　骨材のふるい分け試験

　修正ＣＢＲ試験

◎

　土の塑性限界試験

材
料

（
砂

）

◎

　比重、吸水率、圧縮強さ

　骨材のふるい分け試験

　骨材のふるい分け試験

添28‐24



10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　ＪＩＳ　Ａ　１１０２ 37.5㎜ふるい通過質量    100% 使用前、変更時 使用前に「試験成績表」を提出する。

31.5mmふるい通過質量  95～100% 「試験成績表」を提出する。

19㎜ふるい通過質量    55～85%

4.75mmふるい通過質量  15～45%

2.36mmふるい通過質量   5～30%

　ＪＩＳ　Ａ　１２０５ 塑性指数ＰＩ≦６

（425μmふるい通過分）

　ＪＩＳ　Ａ　１１０２

　ＪＩＳ　Ａ　１２０５ 塑性指数ＰＩ≦４

（425μmふるい通過分）

　ＪＩＳ　Ａ　１１０２ 31.5㎜ふるい通過質量    100%

26.5mmふるい通過質量  95～100%

13.2㎜ふるい通過質量  60～80%

4.75mmふるい通過質量  35～60%

2.36mmふるい通過質量  25～45%

425μmふるい通過質量  10～25%

75μmふるい通過質量    3～10%

　舗装調査・試験法便覧[4]－5

　による

　ＪＩＳ　Ａ　５０１５

　舗装調査・試験法便覧[4]‐10

　による

　舗装調査・試験法便覧[4]‐16

　による

　舗装調査・試験法便覧[4]‐12

　による

　舗装調査・試験法便覧[4]‐106

　による

　品質試験 　ＪＩＳ　Ｋ　２２０８ 舗装施工便覧による。

共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通

舗

装

工

材
料

（
水
硬
性
粒
度
調
整
鉄
鋼
ス
ラ
グ
：
H
M
S
―

2
5

）

◎

材
料

（
ア

ス
フ
ァ
ル

ト
乳
剤

）

◎

◎

　土の液性限界試験

80％以上

30％以上

　水浸膨張性試験

　鉄鋼スラグの一軸圧縮試験

　単位容積質量試験 1.50Kg/Ｌ以上

呈色なし

80％以上

1.2Mpa以上

舗装調査・試験法便覧[4]－5に
よる

材
料

（
粒
度
調
整
砕

石
：
R
M
―

2
5

）

　土の液性限界試験

　骨材のふるい分け試験

　修正ＣＢＲ試験

材
料

（
再
生
砕
石
：
Ｒ
Ｃ
―

3
0

）

◎
　修正ＣＢＲ試験

　土の塑性限界試験

舗装調査・試験法便覧[4]－5に
よる

工事請負共通仕様書（共通）第２章
工事材料の規定による。

製造後60日を経過した材料を使用しては
ならないため、使用材料の試験成績表を
品質管理報告書で提出すること。

　修正ＣＢＲ試験

　骨材のふるい分け試験

　鉄鋼スラグの呈色判定試験

　土の塑性限界試験

　骨材のふるい分け試験

1.5％以下
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　配合試験 (1)材料の使用前

　現場密度試験 　舗装調査・試験法便覧による 下層路盤工

　 路盤工  最大乾燥密度の93％以上。

　ＪＩＳ　Ａ　１２１４  X10    95％以上

　ＪＩＳ　Ａ　１２１０　Ａ・Ｂ法  X 6 　96％以上

 X 3 　97％以上

上層路盤工

 最大乾燥密度の93％以上。

 X10　 95％以上

 X 6 　95.5％以上

 X 3 　96.5％以上

（摘要）

　現場密度試験 　舗装調査・試験法便覧による  基準密度の94％以上。

 X10　 96％以上

 X 6 　96％以上

 X 3 　96.5％以上

（摘要）

◎

◎

◎

　アスファルト舗装工（基層・表層）

材
料

（
再
生
ア
ス
フ
ァ

ル

ト
混
合
物

）

試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

別に定める土木工事施工管理基準
2)品質管理基準及び規格値の「⑰
プラント再生舗装工」の規定による。

共

通

舗

装

工

施

工

（

路

盤

工

）

施

工

（

プ

ラ

ン

ト

再

生

舗

装

工

）

定期的又は随時
（3,000㎡以下は3個、3,000㎡を超え
る場合は1,000㎡に1箇所とする。）

別に定める土木工事施工管理
基準　2)品質管理基準及び規
格値の「⑰プラント再生舗装工」
の規定による。

10個の測定値の平均値X10が規格

値を満足しなければならない。また
10個の測定値が得がたい場合は3
個の測定値の平均値X3が規格値を

満足していなければならないが、X3

が規格値をはずれた場合は、さらに
3個のデータを加えた平均値X6が規

格値を満足していればよい。

（ただし、掘削面積が300㎡未満の
場合監督職員の承諾を得て省略す
ることができる。）

（ただし、掘削面積が300㎡未満の
場合は監督職員の承諾を得て省略
することができる。）

定期的又は随時
（3,000㎡以下は3個、3,000㎡を超え
る場合は1,000㎡に1箇所とする。）

締固め度は、10個の測定値の平均
値X10が規格値を満足しなければな

らない。また10個の測定値が得がた
い場合は3個の測定値の平均値X3

が規格値を満足していなければなら
ないが、X3が規格値をはずれた場

合は、さらに3個のデータを加えた平
均値X6が規格値を満足していれば

よい。

混合種類毎に「配合設計書」又はア
スファルト混合物事前審査委員会の
「認定書」及び「混合物総括表」を提
出する。

試験状況について撮影する。

ただし、歩道は基準密度の92％以
上

(2)施工中は、200ｔ毎及びその端数
につき「プラント日常管理試験成績
表」を提出する。
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10-1.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事、処理場・抽水施設工事共通）

写 真 管 理

基 準

適　　　用規 格 値 試 験 基 準試 験 方 法試 験 項 目
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　温度測定 （アスファルト）

　温度計による。 現場到着時

初期締固め前：110℃以上

交通開放時　：50℃以下

（ポーラスアスファルト）

現場到着時

初期締固め前：140℃以上

交通開放時　：50℃以下

　スランプ試験 　ＪＩＳ　Ａ　１１０１ ５cm≦ｽﾗﾝﾌﾟ＜８cm ±1.5cm

８cm≦ｽﾗﾝﾌﾟ≦18cm ±2.5cm

　空気量測定 　ＪＩＳ　Ａ　１１１６

　ＪＩＳ　Ａ　１１１８ ±1.5％（許容差）

　ＪＩＳ　Ａ　１１２８

　圧縮強度試験 　ＪＩＳ　Ａ　１１０８

　ＪＩＳ　Ａ　１１０６ 　4．5N／㎜2以上

　塩分量測定 　ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 0.30kg／m3以下

原則として、監理基準毎に測定
状況等について撮影する。但
し、一次復旧時・仮復旧時又は
監督職員の承諾を得た場合
は、適宜頻度の撮影とすること
ができる。

施工箇所で使用する総量が10m3以
上の場合は、試験を行う。

全ての施工箇所の工種毎で、かつ、
トラック１台毎に現場到着時、初期
締固め前の温度測定を行う。また、
施工箇所毎で交通開放時の温度測
定を行う。

舗

装

工

共

通

◎

◎

施

工

（

コ

ン

ク

リ

ー

ト

工

）

施

工

（

プ

ラ

ン

ト

再

生

舗

装

工

）

　（道路管理者の指示がある場合）

試験結果は、「品質管理報告書」に収録
する。

測定結果は、「品質管理報告書」に収録
する。　 アスファルト舗装工（基層・表層）

試験項目ごとに測定・試験状況
等について撮影する。

　コンクリートの曲げ強度試験

１回の試験結果は呼び強度の85％
以上、かつ３回の試験結果の平均
値は呼び強度以上。
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準

 外　　観  目視による。 〔外観検査〕

 形状・寸法  ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１の規定による。 (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。

判定基準

滑らかさ 明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

 性　　能

 外　　観  目視による。 〔外観検査〕

 ＪＳＷＡＳ　Ａ－１の規定による。 (２)検査項目及び判定基準は次のとおり。

判定基準

　外圧強さ

　水密性

　外　　観 　目視による。 〔外観検査〕

　形状・寸法 　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－２の規定による。 (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。

判定基準

　外圧強さ

　水密性

　浸せき

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

管の強度、水密性、耐久性等に
悪影響を与える恐れがあっては
ならない。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

有害なきず

管軸方向のひ
び割れ

管端面の表面積の３％以上が欠
損していないこと。

検査項目

(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。（管種の確認を行う）

検査項目

外表面の５％以上にあばた又は
骨材の露出がないこと。

管体コンクリートにひび割れの
ないこと。ここで、ひび割れと
は、乾燥収縮に伴い、ごく表面
に発生するひび割れは差し支え
ない。

管 理 項 目 試 験 方 法

有害なきず

◎

規 格 値

割れ

検査項目

管の断面形状

(１)外観検査は、全数につ
いて行う。

管の断面は、実用的に正円で、
その両端面は管軸に対し直角で
なければならない。

実用上の真っ
すぐ

管の断面形状

(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。（管種の確認を行う）

区
分

工
種

種
別

管理
区分

実用上、真っすぐであること。

両端面は、管軸に対して、実用
上支障のない直角であり、断面
は、実用上支障のない真円であ
ること。

(２)形状・寸法及び性能に
ついては(社)日本下水道協
会発行の「検査証明書」の
写しによる。

管 理 基 準 適　　用

(1)日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。

滑らかさ
明らかな凹凸がないこと。

管の強さや水密性、耐久性に悪
影響を及ぼす恐れがあってはな
らない。（かすり傷程度のもの
は差し支えない）

(2)形状・寸法、外圧強さ、
水密性、浸せき試験は、
(社)日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによ
る。

実用上の真っ
直ぐ

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

(２)(社)日本下水道協会の
認定標章及び規格番号等を
撮影する。

(1外観検査状況等について
適宜撮影する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

(１)外観検査状況について
適宜撮影する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

実用上、真っすぐであること。

(2)形状・寸法及び外圧強
さ、水密性は(社)日本下水
道協会発行の 「検査証明
書」の写しによる。

管断面の欠損

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

下

水

道

用

硬

質

塩

化

ビ

ニ

ル

管

 形状・寸法(カラー及びゴム輪を含む)

外表面のあば
た等

管

布

設

工

（

開

削

）

(

材

料

)

管

路

施

設

工

事

下

水

道

用

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

管

下

水

道

用

強

化

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

複

合

管

◎

◎
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　外　　観 　目視による。

〔外観検査〕

　形状・寸法 (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。

判定基準

　外圧強さ

　水密性

　コンクリートの圧縮強度

　外　　観 　目視による。

〔外観検査〕

検査項目及び判定基準は次のとおり。

判定基準

　形状・寸法

　外圧強さ

　水密性

　コンクリートの圧縮強度 　ＪＩＳ　Ａ　１１０８

〔コンクリートの圧縮強さ〕

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

試験結果等は、「品質管理
報告書」に収録する。

(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。

ひび割れ

内外表面積の５％以上にあばた
又は骨材の露出がないこと。

外表面のあば
た等

検査項目

端面の表面積の３％以上が欠損
していないこと。

（下水道協会規格外）

有効長の1/4以上（有効長が
1500mm及び1000mmの場合は、1/3
以上）にわたるひび割れのない
こと。ただし、有効長の1/4以下
であっても有効長の1/10程度の
ひび割れが複数あってはならな
い。
ここで、ひび割れとは、乾燥収
縮に伴い、ごく表面上に発生す
るひび割れをも含むものであ
り、直線性のものを指す。ま
た、かめの甲状のひび割れは差
し支えない。

端面の欠損

外表面のあば
た等

　(社)日本下水道協会
　下水道用資器材Ⅱ類の規定による。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

(2)形状・寸法、外圧強さ、
水密性、コンクリート圧縮
強度については、(社)日本
下水道協会発行の「検査証
明書」の写しによる。

(2)形状・寸法、外圧強さ
は、種類が異なる毎に100本
又はその端数につき１回行
う。

(3)水密性は設計図書の定め
による。

３回の試験の平均値は、40N/㎜2以上とする。ま

た、いずれの試験値は34N/㎜2以上とする。

端面の表面積の３％以上が欠損
していないこと。

有効長の1/4以上（有効長が
1500mm及び1000mmの場合は、1/3
以上）にわたるひび割れのない
こと。ただし、有効長の1/4以下
であっても有効長の1/10程度の
ひび割れが複数あってはならな
い。
ここで、ひび割れとは、乾燥収
縮に伴い、ごく表面上に発生す
るひび割れをも含むものであ
り、直線性のものを指す。ま
た、かめの甲状のひび割れは差
し支えない。

内外表面積の５％以上にあばた
又は骨材の露出がないこと。

（下水道協会規格）

検査項目

ひび割れ

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

(2)形状・寸法、外圧強さ、
水密性についての検査状況
を撮影する。

(1)外観検査状況について適
宜撮影する。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

(1)外観検査状況について適
宜撮影する。

端面の欠損

(4)コンクリートの圧縮強さ
は、公的試験所の証明書又
は社内試験表を提出する。

　ＰＣボックスカルバート道路埋設指
針等による。

下

水

道

用

ボ

ッ

ク

ス

カ

ル

バ

ー

ト

◎

◎

管

布

設

工

（

プ

レ

キ

ャ

ス

ト

ボ

ッ

ク

ス

カ

ル

バ

ー

ト

工

）

(

材

料

)

管

路

施

設

工

事
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　外　　観 　目視による。 〔外観検査〕

(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。

判定基準

　外圧強さ

 原　　管 〔外観検査〕

　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１の規定による

 内　　装

(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。

◎ 　外　　観 　目視による。 判定基準
クラック クラックがないこと。

湯　　境 湯境がないこと。

 外　　装 　形状・寸法 　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－２の規定による
有害なひび割れは、ないこと。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ

ること。

外表面のあば
た等

(1)外装の外観検査状況等に
ついて撮影する。

(1)日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。

検査項目

検査項目
　形状・寸法
（カラー及びゴム輪含む）

表面は、実用的に滑らかで
あること。

管の受け口内面にモルタルが付
着していないこと。

異物の混入塗りむらなどがな
く、均一な塗膜であること。

◎

鋳　　巣

完

　
成

　
管

ﾓﾙﾀﾙ
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ

塗　　装

(2)形状・寸法及び外圧強さ
は、(社)日本下水道協会発
行の「検査証明書」の　写
しによる。

管端面の欠損

管軸方向のひ
び割れ

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

(2)原管、内装、外装におけ
る形状・寸法は、(社)日本
下水道協会発行の「検査証
明書」の写しによる。

原

管 手直しの範囲を超えるものは不
可とする。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

カラーの変形
継手の水密性に悪い影響を与え
る恐れのある変形がないこと。

管端面の表面積の３％以上が欠
損していないこと。

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。　ＪＳＷＡＳ　Ａ－２又はＡ－６の

　規定による。 管体コンクリートにひび割れの
ないこと。ここで、ひび割れと
は、乾燥収縮に伴い、ごく表面
に発生するひび割れは差し支え
ない。

外表面の５％以上にあばた又は
骨材の露出がないこと。

下

水

道

推

進

工

法

用

鉄

筋

コ

ン
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推
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用
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ク
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　形状・寸法及び外観検査 　ＪＳＷＡＳ　Ａ－４による

〔外観検査〕

　水平仮組検査

　単体曲げ試験

　継手曲げ試験 (1)外観検査

　ジャッキ推力試験

　つり手金具引抜き試験

　材料検査 　ＪＳＷＡＳ　Ａ－３による

〔外観検査〕

　形状・寸法及び外観検査

(2)有害な曲がり、そり等が無いこと。

　溶接検査

　水平仮組検査

(1)外観検査

　ジャッキ推力試験 有害な曲がり、そり等が無いこと。

　単体曲げ試験

　外　　観 　目視による。 〔外観検査〕

　形状・寸法  ＪＳＷＡＳ　Ａ－１１による。 (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。
判定基準

　軸方向耐圧強さ

　側方曲げ強さ

　水密性

　コンクリート圧縮強度

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

試験結果等は、「品質管理
報告書」に収録する。

試験結果等は、「品質管理
報告書」に収録する。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

(2)形状・寸法、水平仮組、
性能についての検査は、セ
グメント 500リング及びそ
の端数に１回行う。

(2)形状・寸法、水平仮組及
び性能検査では、検査状況
を撮影する。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

(2)材料、形状・寸法、溶
接、水平仮組についての検
査は、(社)日本下水道協会
発行の「検査証明書」の写
しによる。

性能検査

(3)性能検査は設計図書の定
めによる。

性能検査

(2)材料、形状・寸法、溶
接、水平仮組、性能につい
ての検査状況を撮影する。

(2)材料、形状・寸法、溶接、水平仮組、性能に
関する規格値は、ＪＳＷＡＳ　Ａ－３の規定に
よる。

(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

◎

シ
ー

ル

ド

工

事

用

セ

グ

メ

ン

ト
（

鋼

製

）

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

(2)材料、形状・寸法、溶
接、水平仮組、性能につい
ての検査は、セグメント
500リング及びその端数に１
回行う。

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

(2)形状・寸法、水平仮組、
性能についての検査は、
(社)日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによ
る。

検査項目

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

(2)有害なひび割れ、隅角部の破損等が無いこ
と。

有害なひび割れ、隅角部の破損等が無いこ
と。

(2)形状・寸法、軸方向耐圧
強さ、側方曲げ強さ、水密
性、コンクリートの圧縮強
さは、(社)日本下水道協会
発行の「検査証明書」の写
しによる。

◎

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

（下水道協会規格外）

（下水道協会規格）

(2)形状・寸法、水平仮組、性能に関する規格
値は、ＪＳＷＡＳ　Ａ－４の規定による。

滑らかさ

（下水道協会規格）

(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。

（下水道協会規格外）

端面は、平滑であり、部材の軸
方向対して、実用上、支障のな
い直角であること。端面の形状

(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。

粗骨材が突き出していたり、抜
け出した跡がなく、仕上げ表面
が極度に凹凸になっていないこ
と。

有害なきず

端面の欠損

端面は、その面積の３％以上が
欠損していないこと。

強さや耐久性に悪影響を及ぼす
傷やひび割れのないこと。

組

立

マ

ン

ホ

ー

ル

設

置

工

(

材

料

)

下

水

道

用

鉄

筋

コ

ン

ク

リ
ー

ト

製

組

立

マ

ン

ホ
ー

ル

◎

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

すべての部材について、
(社)日本下水道協会の｢認定
標章｣の教示を確認する。

管

路

施

設

工

事

シ

ー

ル

ド

工

(

材

料

)

シ
ー

ル
ド
工
事
用
セ
グ
メ
ン
ト
（

コ
ン
ク
リ
ー

ト

系

）
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　外観・機能 　目視による。

〔外観検査〕

　寸法・質量

　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－４の規定による。 (2)有害なきずがなく、外観がよいこと。

　耐揚圧強度検査

　黒鉛球状化率判定検査

　荷重試験 〔耐揚圧強度検査〕

　機械的性質検査

　外観・機能 　目視による。

　寸法・質量 　ＪＩＳＢ　０４０３の付属書１ (1)蓋・枠の質量公差

＋：制限しない  

　ＪＩＳＢ　０４０５ －：3%

(2)寸法

　黒鉛球状化率判定検査 　ＪＩＳ　Ｇ　５５０２ 黒鉛球状化率

80％以上

　荷重試験（破壊を含む） 　ＪＩＳ　Ａ　５５０６ たわみ　　　残留たわみ

　Ｔ－２５ 　　2.2㎜　　　　　　　0.1㎜

　Ｔ－１４ 　　　以下　　　　　　　　以下

破壊
　Ｔ－２５ 700kN以上　

　Ｔ－１４ 400kN以上　

　機械的性質検査 　ＪＩＳ　Ｇ　５５０２ 引張強さ　　　　伸び

　700N/㎜2以上

　ＪＩＳ　Ｚ　２２０１               　　5～12%　

　600N/㎜2以上

　ＪＩＳ　Ｚ　２２４３               　　8～15%　

ﾌﾞﾘﾈﾙ硬さ HBS(HBW)10/3000

235以上

210以上

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

「検査証明書等」は、「品
質管理報告書」に収録す
る。

下

水

道

用

鋳

鉄

製

マ

ン

ホ

ー

ル

蓋

区分

(１)外観・機能検査は、全
数について行う。

蓋

区分

（下水道協会規格外）
〔外観・機能・耐揚圧強度検査〕

(1)外観・機能検査は、全数
について行う。

(1)検査状況等について適宜
撮影する。

(２)寸法・質量、機械的性
質、黒鉛球状化率、荷重に
ついての検査は、本市の承
認する公的試験所の「検査
証明書」及び「社内検査
表」を提出する。

(2)寸法・質量、黒鉛球状化
率、荷重、機械的性質につ
いての検査状況を撮影す
る。

◎

枠

本編添付資料「40工事用材料仕様書(3)下水道
用マンホール蓋仕様書」 5-1-2による。

本編添付資料「40工事用材料仕様書(3)下水道
用マンホール蓋仕様書」 5-1-1・ 5-2及び5-3
による。

組

立

マ

ン

ホ

ー

ル

設

置

工

(

材

料

)

◎

〔機能検査〕

蓋

本編添付資料「40工事用材料仕様書(3)下水道
用マンホール蓋仕様書」 5-3の規定による。

(1)(社)日本下水道協会「認定標章」の表示があ
ること。

（下水道協会規格）

区分

本編添付資料「40工事用材料仕様書(3)下水道用
マンホール蓋仕様書」 5-2の規定による。

(１)外観状況等について適
宜撮影する。

区分

枠

管

路

施

設

工

事

(2)寸法・質量、機械的性
質、黒鉛球状化率、荷重に
ついての検査は、(社)日本
下水道協会発行の「検査証
明書」の写しによる。

(２)日本下水道協会の認定
標章及び規格番号等を撮影
する。
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　外　　観 　目視による。 〔外観検査〕

被覆材は有害なわれ・破損等が無いこと。

　形状・寸法 (１)芯材

(２)被覆材

　材　　質

　外観及び形状、寸法検査 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製品)

　外観及び形状・寸法 　ＪＩＳ　Ｚ　２２４１ (鉄蓋)

　ＪＩＳ　Ｚ　２２４３

　材　　質

　荷　　重

　外観及び形状・寸法 (簡易集水ます)

　強度試験

　外　　観 　目視による。 〔外観検査〕

(2)検査項目及び判定基準は次のとおり

　形状・寸法
判定基準

　性能試験

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

製品証明、試験成績表等
は、「品質管理報告書」に
収録する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

(１)外観検査状況等につい
て適宜撮影する。

管

路

施

設

工

事

本編添付資料「40工事用材料仕様書(2)下水道
用簡易集水ますブロック標準仕様書」の規格に
適合すること。

本編添付資料「40工事用材料仕様書(6)集水ま
すⅡ型密閉鉄蓋仕様書、及び、(7)集水ますⅢ
型鉄蓋仕様書」の規格に適合すること。

(2)形状・寸法及び性能試験
は、(社)日本下水道協会発
行の「検査証明書」の写し
による。

マンホールの強さ、水密性及び
耐久性に悪影響を及ぼす傷が
あってはならない。（かすり傷
程度のものは差し支えない。）

外観検査は全数について行
う。

製造会社の規格証明書（品
質を含む）又は試験成績表
を提出する。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９の規定による。

マ

ン

ホ
ー

ル

・

会

所

築

造

工

(

材

料

)

◎

中

間

ま

す

設

置

工

(

材

料

)

◎

検査項目

有害な傷

割れ

ねじれ

集

水

ま

す

設

置

工

(

材

料

)

◎

外観検査状況等について適
宜撮影する。

ブ

ロ

ッ

ク

類

試験成績表又は下水道ﾌﾞﾛｯｸ
協同組合の納入製品証明を
提出する。

足

掛

金

物 ＪＩＳ　Ｋ－６９２１　３種Ⅰ類の規格に
適合すること。

◎

◎

下
水
道
用
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
製
小
型
マ
ン
ホ
ー

ル

鉄

蓋

滑らかさ

(1)個々の製品について(社)日本下水道協会「認
定標章」の表示があること。

簡
易
ま
す

ＪＩＳ　Ｇ－４３０３－ＳＵＳ４０３・３
０４の規格に適合すること。

外観検査状況等について適
宜撮影する。

製造会社の規格証明書（品
質を含む）又は試験成績表
を提出する。

本編添付資料「40工事用材料仕様書(1)下水道
用コンクリートブロック標準仕様書」の規格に
適合すること。

品質を判定できる資料又は
試験成績表を提出する。
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　外観・機能 　目視による。

〔外観検査〕

　寸法・質量 　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－４の規定による。

(2)有害なきずが無く外観がよいこと。
　黒鉛球状化率判定検査

〔機能検査〕

　荷重試験（破壊を含む）

　機械的性質

　外観・機能 　目視による。

　寸法・質量 　ＪＩＳ　Ｂ　０４０３付属書の１ (１)蓋・枠の質量公差

＋：制限しない

　ＪＩＳ　Ｂ　０４０５ －：３％

(２)寸法

　黒鉛球状化率判定検査 　ＪＩＳ　Ｇ　５５０２ 黒鉛球状化率

80％以上

　荷重試験（破壊を含む） 　ＪＩＳ　Ａ　５５０６

破　　壊

　機械的性質 　ＪＩＳ　Ｇ　５５０２ (1)引張り、伸び検査

　ＪＩＳ　Ｚ　２２０１ 引張強さ　　　　伸び

　700N/㎜2以上   5～12%

　ＪＩＳ　Ｚ　２２４３ 　600N/㎜2以上   8～15%

(2)硬さ検査

ﾌﾞﾘﾈﾙ硬さ HBS(HBW)10/3000

235以上

210以上

「検査証明書等」は、「品
質管理報告書」に収録す
る。

「検査証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

(2)寸法・質量、黒鉛球状化
率、荷重、機械的性質につ
いての検査は、(社)日本下
水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

(2)寸法・質量、機械的性
質、黒鉛球状化、荷重の検
査状況について撮影する。

管

路

施

設

工

事

(1)外観・機能検査は全数に
ついて行う。

(2)寸法・質量、機械的性
質、黒鉛球状化率、荷重に
ついての検査は、本市の承
認する公的試験所の「検査
証明書」及び「社内検査
表」を提出する。

(１)外観検査状況等につい
て適宜撮影する。

(2)(社)日本下水道協会の認
定標章及び規格番号等を撮
影する。

(1)外観検査状況等について
適宜撮影する。

残留
たわみ

(1)外観・機能検査は全数に
ついて行う。

0.1㎜以下

区分

枠

蓋

区分

Ｔ－１４

◎

（下水道協会規格）

たわみ

Ｔ－１４

枠

本編添付資料「40工事用材料仕様書(5)下水
道中間ます鉄蓋仕様書」 5-1-2による。

本編添付資料「40工事用材料仕様書(5)下水道
用中間ます鉄蓋仕様書」5-2による。

本編添付資料「40工事用材料仕様書(5)下水道
用中間ます鉄蓋仕様書」 5-1-1及び5-2によ
る。

（下水道協会規格外）

1.5㎜以下

蓋

(1)個々の製品について(社)日本下水道協会「認
定標章」の表示があること。

区分

200kN以上

下

水

道

用

中

間

ま

す

鉄

蓋

中

間

ま

す

設

置

工

(

材

料

)

◎
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　珪酸ソーダの品質 　比重測定 ＪＩＳ　Ｋ　１４０８の定めによる。

　反応剤の品質

　注入材料 　比重測定 施工計画書の計画値 測定状況を適宜撮影する。

　ゲルタイム 　硬化時間測定

　削孔深度及び注入高さ 　検尺（注入ロッドの残尺）による。 注入孔ごとに測定する。

　注入量・注入圧力・注入時間

透水係数

Ｋ＝10－４㎝／sec以下

設計改良強度以上

　セメントの品質 　ＪＩＳ　Ｒ　５２０２

　混和剤の品質

　削孔深度及び造成高さ 施工計画書の計画値

　排出汚泥の噴泥状況 　目視による。

　止水目的 透水係数

Ｋ＝10－４㎝／sec以下

　地盤強化目的 設計改良強度以上 試験結果等は、「品質管理
報告書」に収録する。

「品質証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

測定結果等は、品質管理報
告書に収録する。

◎

◎

測定結果等は、品質管理報
告書に収録する。

「品質証明書」は、「品質
管理報告書」に収録する。

　現場透水試験（ケーシング法）によ
る。

注入効果

　一軸圧縮試験（JIS　A　1216）又は
三軸圧縮試験ＵＵ（JSF　T　521）によ
る。

　止水目的

材

料

材料の使用前に製造メー
カーの「品質証明書」を提
出する。

　標準貫入試験
（ＪＩＳ　Ａ　１２１９）による。

◎

チャート紙での記録による。
（記録は自動記録を原則とする。）

注入効果の確認は、目的に
合わせて必要な試験を実施
する。

注入効果の確認は、目的に
合わせて必要な試験を実施
する。

注入孔 30 孔を１ロットと
して、削孔深さ、注入高
さ、注入状況等について撮
影する。

試験結果等は、「品質管理
報告書」に収録する。

(２)立坑にあたっては、立
坑ごとに行う。

(１)改良対象土量

　200m3ごと及びその端数に
ついて１箇所行う。

造成１本ごとに測定する。

ＪＩＳ　Ｒ　５２１０
ＪＩＳ　Ｒ　５２１１の定めによる。

(2)施工個所・注入方法・注
入率・注入断面等が変わる
場合は、それぞれについて
行う。

(1)改良断面が一様で、路線
単位で施工する場合は、延
長 50m毎及びその端数につ
いて１箇所行う。

作業開始前及び作業中の午
前・午後に各１回以上測定
する。

材料の使用前に製造メー
カーの「品質証明書」を提
出する。

　検尺（ロッド又はケーシングの残
尺）による。

原位置試験及び室内試験の
状況について撮影する。

原位置試験及び室内試験の
状況について撮影する。

チャート紙での記録による。
（記録は自動記録を原則とする。）

　現場透水試験（ケーシング法）によ
る。

造成５本を１ロットとし
て、削孔深さ、造成高さ、
排出汚泥の噴泥状況等につ
いて撮影する。

　一軸圧縮試験（JIS　A　1216）又は
三軸圧縮試験ＵＵ（JSF　T　521）によ
る。

　地盤強化目的

地

盤

改

良

工

（

高

圧

噴

射

攪

拌

工

）

　噴射圧力・噴射時間（引上げ速度）
　噴射量

◎

注入効果

地

盤

改

良

工

（

薬

液

注

入

工

）

施

工

材

料

施

工

管

路

施

設

工

事
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10-2.別表「品質管理基準及び規格値」（管路施設工事）

写 真 管 理

基 準
管 理 項 目 試 験 方 法 規 格 値

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 基 準 適　　用

　レジンコンクリート

　無収縮早強モルタル

　外　　観 　目視による。 〔外観検査〕
有害なひび割れ、破損等が無いこと。

　形状・寸法及び品質

　曲げ強度試験 　ＪＩＳ　Ａ　１１０６ 【曲げ強度】

4.5N/㎜2以上
（7日後）

　コンクリートハンマーによる 　ＪＳＣＥ　Ｇ　５０４ 【圧縮強度】
　強度試験 　　　12N/㎜2以上12N/㎜2以上

（60分後）

　圧縮強度試験 　ＪＩＳ　Ａ　１１０８ 【圧縮強度】

30N/㎜2以上
（7日後）

試験結果は、「品質管理報
告書」に収録する。

試験結果は、「品質管理報
告書」に収録する。

マ

ン

ホ

ー

ル

蓋

取

替

工

(

材

料

)

マ

ン

ホ

ー

ル

蓋

取

替

工

(

施

工

)

管

路

施

設

工

事

(1)材料の使用前
配合表及び製造会社の「品
質規格証明書」及び「試験
成績表」を提出する。

(1)外観検査は、全数につい
て行う。

20箇所に1回の割合で試験を
行う。

(2)材料の使用前
品質を判定できる資料及び
製造会社の「試験成績表」
を提出する。

レ

ジ

ン

コ

ン

ク

リ

ー

ト

20箇所に1回の割合でﾃｽﾄﾋﾟｰ
ｽ（3個／回）を作成し、試
験を行う。

◎

無

収

縮

特

殊

モ

ル

タ

ル

調

整

リ

ン

グ

架

台

ブ

ロ

ッ

ク

試験状況等について撮影す
る。

20箇所に1回の割合でﾃｽﾄﾋﾟｰ
ｽ（3個／回）を作成し、試
験を行う。

◎

蓋
固
定
材
料

◎

◎

試験状況等について撮影す
る。

◎

外観検査状況等について撮
影する。
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